
保護者の皆様へ

○ 活動時間・休養日等の概要

・平日の活動時間 ２時間程度

・休日の活動時間 ３時間程度

活動時間の目安

・平日 少なくとも１日
・土日 少なくとも１日
・複数校が参加する練習試合等の場合、午前午後を通しての活動はやむ
を得ないが、翌週に休養日を振替
・運動部の大会、吹奏楽コンクール等規定された大会等の前２週間は休
養日を設けず活動可

鶴ヶ島市教育委員会

平成３０年８月

生徒の心身の健全な育成と豊かな人間形成を図る上で、
極めて大きな意義をもつ教育活動です。

休養日について

長期休業日

・夏休み、冬休みは、ある程度長期の休養期間を設定

◆この方針は平成３０年度２学期から運用します。

◆お子様がスポーツ・文化などに親しむ基盤としての部活動が、今後も持

続可能なものとなるよう、学校の実態に応じた適切な運営に努めていき

ます。

部活動とは

◆「鶴ヶ島市立中学校の部活動の方針」は市ホームページに掲載します。


